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昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課） 電話 57-2645 

緊急事態宣言が発令されている７都府県や 

県内外で感染者が確認されている市町村から 

戻って来られた方・家族等が来られた方へ 
 

 

① ２週間はできる限り自宅で体調を観察してください。 
 

② 感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えてください。 
 

③ 他人との接触を避けてください。 
 

④ 風邪の症状がある場合は無理をせず会社や学校を休んで 

ください。 
 

新型コロナウイルス感染対策に 

ご協力をお願いします 
 

無症状（軽症）感染に注意 
 

特に６５歳以下の方には、無症状または症状が軽いために、

感染していることに気付かずに感染を拡大してしまう可能性があ

ります。感染していないと油断せず、自分が感染源になってしま

わないように意識した行動を心がけてください。 
 


